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第
一
節

現
在
の
理
論
的
状
況

わ
が
国
の
国
際
私
法
上
、(

自
然
人
及
び
法
人
を
含
む
広
い
意
味
で

の)

人
の
権
利
能
力
が
問
題
と
さ
れ
る
際
に
は
、
従
来
、
抵
触
法
と
外

人
法
を
明
確
に
区
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
別
個
独
立
に

(

二
元
論

的
に)

議
論
を
行
っ
て
い
た
。
法
人
に
つ
い
て
い
え
ば
、
わ
が
国
に
は

外
国
人
の
内
国
に
お
け
る
権
利
享
有
に
つ
き
定
め
る
外
人
法
と
称
さ
れ

る
一
群
の
法
規
範

(

１)

が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
規
範
は
い
つ
如
何
な
る
場
合
に

ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
か
が
一
方
で
議
論
さ
れ
つ
つ
、
そ
れ
と
は
一

応
別
個
独
立
の
形
で
抵
触
法
上
い
わ
ゆ
る
法
人
の
権
利
能
力
を
定
め
る

準
拠
法
は
何
か
、
と
い
う
点
が
議
論
さ
れ
、
そ
こ
で
は
本
拠
地
法
説
と

設
立
準
拠
法
説
の
対
立
が
存
在
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
点
に
関
し
立

法
趣
旨
を
丹
念
に
調
査
し
た
上
で
、
こ
の
よ
う
な
二
元
論
的
な
把
握
は

立
法
趣
旨
に
反
し
、
む
し
ろ
一
元
論
的
に
把
握
す
べ
き
と
す
る
石
黒
教

授
の
批
判

(

２)

が
公
表
さ
れ
て
以
降
、
学
会
の
趨
勢
は
こ
の
批
判
を
受
け
た

議
論
を
行
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る

(

３)

。

石
黒
教
授
の
問
題
意
識
の
出
発
点
は
、
明
治
期
法
典
編
纂
に
お
い
て

は
条
約
改
正
こ
そ
が
そ
の
主
眼
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
外
国
人
・
外

国
法
人
関
係
の
規
定
の
整
備
を
忘
れ
る
訳
は
な
い

(

４)

、
と
い
う
も
の
で
あ

り
、
詳
細
な
検
討
の
結
果
、
や
は
り
外
国
法
人
に
つ
い
て
は
抵
触
法
規

定
は
意
図
的
に
お
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
実
質
法
上
解
決
し
尽
く
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
自
然
人
に
お
い
て

は
未
だ
上
記
の
二
元
論
的
把
握
が
な
さ
れ
続
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

民
法
三
条
二
項
や
外
国
人
土
地
法
な
ど
の
適
用
関
係
が
一
方
で
議
論
さ

れ
つ
つ
も
、
他
方
、
自
然
人
の
権
利
能
力
の
準
拠
法
は
抵
触
法
規
定
が

欠
缺
し
て
い
る
と
さ
れ
、
そ
の
準
拠
法
は
何
か
で
争
い
が
あ
る
の
で
あ

る
。
法
人
と
同
様
の
考
慮
は
自
然
人
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
の
だ
ろ
う

か
。
こ
れ
が
筆
者
の
疑
問
の
出
発
点
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
際
私
法
上
自
然
人
の
権
利
能
力
が
議
論
さ
れ
る

場
合
、
外
人
法
と
抵
触
法
の
区
別
に
加
え
て
、
さ
ら
に
抵
触
法
上
一
般
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的
権
利
能
力
と
個
別
的
権
利
能
力
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
常
で
あ
る
。

だ
が
、
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
何
が
一
般
的
権
利
能
力
の
問
題

で
、
何
が
個
別
的
権
利
能
力
の
問
題
か
、
と
い
う
点
に
お
い
て
す
ら
既

に
論
者
に
よ
っ
て
一
様
で
は
な
い
。
し
か
も
、
個
別
的
権
利
能
力
の
準

拠
法
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
一
致
を
見
て
い
る
も
の
の
、
一
般
的

権
利
能
力
の
準
拠
法
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
見
解
の
一
致
を
見
な

い
。
何
が
一
般
的
権
利
能
力
の
問
題
と
さ
れ
、
そ
の
準
拠
法
は
何
で
あ
っ

て
、
そ
の
準
拠
法
と
わ
が
国
実
質
法
上
の
外
人
法
規
定
は
ど
の
よ
う
な

関
係
に
立
つ
か
。
以
上
三
つ
の
問
題
点
に
対
す
る
見
解
の
相
違
の
ヴ
ァ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
見
解
は
い
く
つ
に
も
分
か
れ
、
真
の
問
題
点

は
何
で
あ
る
か
の
見
通
し
が
立
た
な
い
、
こ
れ
が
現
在
の
理
論
的
状
況

と
い
え
る
。

二
〇
〇
六
年
に
法
例
が
全
面
的
な
改
正
を
受
け
、
新
た
に
法
の
適
用

に
関
す
る
通
則
法
と
し
て
二
〇
〇
七
年
に
施
行
さ
れ
た
が
、
権
利
能
力

の
準
拠
法
は
結
局
規
定
さ
れ
ず
、
最
終
的
に
解
釈
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
。

今
後
も
引
き
続
き
、
権
利
能
力
の
準
拠
法
に
関
す
る
議
論
を
重
ね
て
い

く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
従
来
の
議
論
を
整
理
し
、
外

国
人
の
権
利
能
力
に
つ
い
て
わ
が
国
実
質
法
で
は
い
か
に
規
定
さ
れ
て

い
て
、
そ
れ
は
い
か
な
る
趣
旨
で
そ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
の
か
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
今
後
の
議
論
の
一
助
と
し
た
い
。

第
二
節

一
般
的
権
利
能
力
の
問
題
範
囲

一
般
的
権
利
能
力
と
は
、｢

権
利
義
務
の
主
体
た
り
得
る
地
位
な
い

し
資
格

(

５)｣

で
あ
っ
て

｢

法
律
上
の
所
謂
人
格｣

と
定
義
さ
れ
、
具
体
的

に
は
そ
の
存
否
及
び
始
期
な
い
し
終
期
が
問
題
と
さ
れ
る
。
但
し
、
国

際
私
法
上
人
格
の
存
否
に
つ
い
て
は
、
仮
に
人
格
を
否
定
す
る
法
制
度

が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
法
の
適
用
は
わ
が
国
の
公
序
に

反
す
る
と
さ
れ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
法
の
抵
触
は
存
在
し
な
い
。
こ
れ

に
対
し
て
人
格
の
始
期
な
い
し
終
期
に
つ
い
て
は
、
法
の
抵
触
が
存
在

し
、
い
ず
れ
の
国
の
法
律
に
よ
る
べ
き
か
が
問
題
と
な
り
う
る
と
さ
れ

る
。
ま
た
、
個
別
的
権
利
能
力
と
は
、｢

一
般
的
権
利
能
力
を
有
す
る

者
、
す
な
わ
ち
法
律
上
の
権
利
主
体
た
る
者
が
、
個
々
の
権
利
義
務
を

享
有
ま
た
は
負
担
し
得
る
能
力

(

６)｣

と
定
義
さ
れ
、
具
体
的
に
は
物
権
、

親
権
、
相
続
権
な
ど
種
々
の
権
利
義
務
に
お
い
て
問
題
と
な
る

(

７)

。

と
こ
ろ
で
、
人
格
の
始
期
に
関
わ
る
問
題
の
一
つ
と
し
て
、
胎
児
の

取
り
扱
い
が
あ
る
。
各
国
の
私
法
に
お
い
て
は
個
別
の
権
利
関
係
に
つ

き
、
ま
た
は
個
別
の
権
利
関
係
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
一
般
的
に
、
胎
児

を
既
に
生
ま
れ
た
も
の
と
扱
う
。
通
説
は
、
こ
の
胎
児
の
出
生
の
擬
制

の
問
題
を
、
人
格
の
発
生
要
件
を
も
含
め
て
個
別
的
権
利
関
係
の
問
題
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だ
と
説
明
す
る

(

８)

。
こ
の
説
は
、
こ
の
よ
う
な
胎
児
の
取
り
扱
い
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
権
利
関
係
と
の
関
連
に
お
い
て
初
め
て
意
味
を
持
つ
の
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
権
利
関
係
に
つ
い
て
指
定
さ
れ
た
準
拠
法
の
一
部
と
し
て

適
用
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
、
と
主
張
し
、
人
格
の
始
期
及

び
終
期
の
問
題
も
全
て
個
別
的
権
利
能
力
の
準
拠
法
、
す
な
わ
ち
個
々

の
権
利
関
係
の
準
拠
法
に
よ
る
と
す
る
帰
結
を
導
く
。
他
方
、
人
格
の

始
期
の
問
題
に
関
し
人
格
発
生
の
条
件
と
個
別
の
利
益
的
取
り
扱
い
と

を
明
確
に
区
別
し
、
前
者
に
つ
い
て
は
人
格
の
準
拠
法
、
後
者
に
つ
い

て
は
個
別
的
権
利
能
力
の
準
拠
法
が
そ
れ
ぞ
れ
適
用
さ
れ
る
と
す
る
説

も
存
在
す
る

(

９)

。
つ
ま
り
、
人
格
の
発
生
の
条
件
を
、
独
立
に
一
般
的
権

利
能
力
の
準
拠
法
の
問
題
と
す
る
べ
き
な
の
か
、
が
両
説
の
分
岐
点
と

な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
格
の
消
滅
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
現
在
に
お
い
て
一
般
的
権
利
能
力
の
問
題
を
独
立
に

観
念
す
る
べ
き
か
否
か
は
、
端
的
に
は
人
格
の
始
期
及
び
終
期
を
個
別

の
権
利
関
係
と
は
独
立
の
法
問
題
と
し
て
観
念
す
る
か
否
か
の
各
論
者

の
判
断
に
係
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
法
例
制
定
当
初
か
ら
議
論
が
以
上

の
点
に
つ
い
て
の
み
争
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
外
国
人
の
一
般

的
権
利
能
力
に
関
す
る
議
論
は
、
内
外
人
平
等
の
原
則
や
民
法
三
条
二

項
を
初
め
と
す
る
外
人
法
の
位
置
づ
け
の
問
題
な
ど
と
密
接
に
絡
み
な

が
ら
展
開
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
問
題
が
一
般

的
権
利
能
力
の
単
位
法
律
関
係
に
含
ま
れ
る
か
、
一
般
的
権
利
能
力
の

準
拠
法
は
何
か
、
民
法
三
条
二
項
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の

か
、
の
三
点
に
着
目
し
つ
つ
、
ひ
と
ま
ず
学
説
史
を
整
理
す
る
こ
と
に

す
る
。

法
例
制
定
当
初
の
明
治
末
期
か
ら
昭
和
前
期
に
お
い
て
、
権
利
能
力

の
問
題
は
、
そ
の
準
拠
法
が
直
接
問
題
と
さ
れ
る
よ
り
は
、
外
国
人
の

内
国
に
お
け
る
地
位
と
の
関
連
で
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た

(�)

。
既

に
こ
の
時
期
か
ら
一
般
的
権
利
能
力
と
個
別
的
権
利
能
力
は
厳
密
に
区

別
さ
れ
て
お
り

(�)

、
こ
れ
ら
の
う
ち
人
格
自
体
の
存
否
の
問
題
が
一
般
的

権
利
能
力
の
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
人
格
の
始
期
な
い
し
終

期
の
問
題
も
人
格
の
存
否
の
問
題
の
一
環
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
た

(�)

。

す
な
わ
ち
、
そ
の
人
格
が
あ
る
か
な
い
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
い
つ
の
時

点
で
あ
る
の
か
が
、
併
せ
て
人
格
の
存
否
の
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

始
期
及
び
終
期
を
含
む
人
格
の
存
否
に
い
か
な
る
準
拠
法
が
適
用
さ
れ

る
と
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
も
、
既
に
当
時
か
ら
個
別
準
拠
法
説
、
本
国

法
説
、
法
廷
地
法
説
の
三
説
が
主
張
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
、
内
外

人
を
問
わ
ず
権
利
享
有
能
力
を
有
す
る
こ
と
は
わ
が
国
の
法
の
根
本
原

則
で
あ
っ
て
、
こ
の
原
則
は
わ
が
国
の
公
益
上
絶
対
的
に
維
持
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
法
廷
地
法
が
妥
当
と
結
論

づ
け
ら
れ
て
い
る

(�)
。
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こ
の
よ
う
な
結
論
は
、
以
下
の
よ
う
な
論
理
構
造
に
支
え
ら
れ
て
い

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
当
時
内
外
人
の
平
等
は
実
質

法
上
の
原
則
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
一
般
的
権
利
能
力
が
渉
外
的
法
律

関
係
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
場
合
、
国
際
私
法
上
こ
れ
を
当
事
者
の

本
国
法
な
い
し
個
別
準
拠
法
に
よ
っ
て
判
断
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
わ
が
国
実
質
法
上
の
原
則
を
潜
脱
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、

民
法
三
条
二
項
を
今
日
の
言
葉
で
い
え
ば
絶
対
的
強
行
法
規
で
あ
る
と

位
置
づ
け
、
た
だ
そ
の
よ
う
な
国
際
私
法
を
通
さ
な
い
法
の
適
用
と
い

う
考
え
方
が
当
時
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
国
際
私
法
上
の
連
結

点
と
し
て
法
廷
地
を
採
用
す
る
こ
と
で
こ
の
原
則
な
い
し
こ
れ
を
定
め

る
条
文
の
適
用
の
貫
徹
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
権
利
能
力
を

否
定
す
る
よ
う
な
法
制
度
は
公
序
に
よ
っ
て
排
斥
す
れ
ば
よ
い
と
す
る

考
え
方
は
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
未
だ
明
確
に
採
ら
れ
て
は
い
な
か
っ

た
こ
と
も
、
一
般
的
権
利
能
力
の
準
拠
法
に
つ
い
て
法
廷
地
法
を
適
用

す
る
と
す
る
解
釈
を
採
用
す
る
に
至
ら
し
め
た
一
つ
の
理
由
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
の
後
、
外
国
人
の
内
国
に
お
け
る
地
位
に
関
す
る
規
範
と
い
う
い

わ
ゆ
る
外
人
法
と
い
う
概
念
が
わ
が
国
に
導
入
さ
れ
、
こ
れ
と
国
際
私

法
と
の
関
係
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
で
議
論
は
変
容
を
受
け
る
に
至
っ

た
。
外
人
法
の
一
般
規
則
た
る
民
法
三
条
二
項
に
い
う
、
外
国
人
が
享

有
す
る

｢

私
権｣

と
は
一
体
い
か
な
る
国
の
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ

る
の
か
が
、
端
的
に
問
題
に
さ
れ
た
こ
と
が
発
端
と
な
っ
た

(�)

。
当
時
単

位
法
律
関
係
の
性
質
決
定
論
に
つ
き
準
拠
法
説
を
採
用
し
て
い
た
江
川

教
授
は
、
外
人
法
は
国
際
私
法
と
は
そ
の
存
在
局
面
を
異
に
す
る
法
律

で
あ
り
、
国
際
私
法
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
始
め
て
適
用
さ
れ
る
こ
と

を
主
張
し
、
本
来
権
利
能
力
と
い
う
単
位
法
律
関
係
が
い
か
な
る
実
質

を
有
し
い
か
な
る
法
問
題
を
含
む
も
の
で
あ
る
か
は
そ
の
準
拠
法
に
よ
っ

て
の
み
明
ら
か
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
民
法
三
条
二

項
に
い
う

｢

私
権｣

は
日
本
法
が
準
拠
法
と
さ
れ
た
場
合
に
の
み
関
す

る
も
の
で
、
そ
の
内
容
は
日
本
法
上
の
も
の
で
あ
る
、
と
主
張
し
た

(�)

。

こ
れ
は
、
外
国
人
は
日
本
法
に
よ
っ
て
私
権
が
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
は

な
く
、
既
に
外
国
法
上
私
権
は
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
私

権
が
わ
が
国
で
い
わ
ば
承
認
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、
民
法
三
条

二
項
は
外
国
人
も
私
権
を
有
す
る
と
規
定
す
る
が
、
本
条
に
い
う

｢

私

権｣

と
は
準
拠
外
国
法
の｢

私
権｣

を
含
ま
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
内
外
人
の
平
等
を
定
め
、
絶
対
的
強
行
法
規
で
あ
る
と
す
る

位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
た
条
文
が
、
日
本
法
を
準
拠
法
と
す
る
外
国

人
が
有
す
る
日
本
法
上
の
私
権
を
定
め
る
も
の
と
、
そ
の
位
置
づ
け
が

相
対
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
考
え
た
と

し
て
も
、
個
別
的
権
利
能
力
の
準
拠
法
は
そ
れ
ぞ
れ
の
準
拠
法
に
よ
る
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と
す
る
こ
と
か
ら
、
民
法
三
条
二
項
以
外
の
わ
が
国
の
外
人
法
を
外
国

人
に
適
用
す
る
に
あ
た
っ
て
特
別
に
困
難
は
生
じ
な
い

(

例
え
ば
外
国

人
土
地
法
は
物
権
準
拠
法
所
属
国
た
る
日
本
法
が
適
用
さ
れ
る)

。
さ

ら
に
、
こ
の
時
期
に
至
っ
て
一
般
的
権
利
能
力
を
否
定
す
る
法
制
度
は

公
序
で
排
斥
す
れ
ば
よ
い
の
だ
と
す
る
考
え
方
が
急
速
に
広
ま
っ
た
こ

と
も
相
ま
っ
て
、
で
は
一
体
一
般
的
権
利
能
力
の
問
題
は
い
か
な
る
法

律
問
題
を
含
む
の
か
と
い
う
こ
と
が
直
接
的
に
問
わ
れ
直
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。

法
例
制
定
直
後
か
ら
、
一
般
的
権
利
能
力
の
問
題
に
つ
い
て
最
も
密

接
な
の
は
本
国
法
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
学
会
で
共
有
さ
れ
て
い
た
と

見
て
よ
い
。
し
か
し
、
人
格
の
存
否
に
つ
い
て
は
公
序
で
対
処
す
れ
ば

よ
い
と
さ
れ
た
以
上
、
権
利
能
力
の
存
否
は
も
は
や
問
題
と
は
な
ら
ず
、

一
般
的
権
利
能
力
の
問
題
と
し
て
残
さ
れ
る
の
は
人
格
の
始
期
及
び
終

期
の
問
題
に
つ
い
て
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
人
格
の
始

期
及
び
終
期
の
問
題
は
独
立
に
問
題
と
な
る
こ
と
が
な
く
、
常
に
相
続

や
不
法
行
為
と
い
っ
た
個
別
の
法
律
関
係
に
付
随
し
て
問
題
と
な
る
と

把
握
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
人
格
の
始
期
及
び
終
期
の
問
題
に
つ

い
て
も
個
別
の
単
位
法
律
関
係
の
準
拠
法
に
よ
り
判
断
す
れ
ば
よ
い
も

の
と
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
こ
こ
に
至
り
一
般
的
権
利
能
力
と
い
う
単
位

法
律
関
係
は
不
必
要
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る

(�)
。
こ
こ
に
お

い
て
外
人
法
の
一
般
規
定
た
る
民
法
三
条
二
項
は
、(

こ
の
よ
う
な
存

在
を
観
念
で
き
る
か
否
か
は
さ
て
お
き)

日
本
法
を
準
拠
法
と
す
る
外

国
人
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
て
わ
が
国
実
質
法
の
指
導
原
理
程
度
の
位

置
づ
け
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

(�)

。
と
同
時
に
そ
れ
ま
で
は
実
質
法

上
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
内
外
人
の
平
等
と
い
う
原
則
は
、
そ
の
外
国

人
が
準
拠
実
質
法
上
有
す
る
権
利
が
わ
が
国
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る

こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
、
国
際
私
法
上
に
位
置
づ
け
直
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
江
川
教
授
の
所
説
が
、
以

後
わ
が
国
に
お
い
て
指
導
的
な
地
位
を
占
め
る
に
至
っ
た

(�)

。

更
に
時
代
が
下
っ
て
、
性
質
決
定
論
に
つ
き
国
際
私
法
独
自
説
が
通

説
化
す
る
な
ど
、
学
説
が
大
き
な
変
容
を
遂
げ
た
後
に
お
い
て
も
、
多

く
の
学
説
は
民
法
三
条
二
項
の
位
置
づ
け
は
曖
昧
に
し
た
ま
ま
、
一
般

的
権
利
能
力
の
準
拠
法
を
観
念
す
る
必
要
は
な
い
と
す
る
結
論
を
維
持

し
た
が
、
一
部
の
学
説
は
一
般
的
権
利
能
力
と
い
う
問
題
設
定
そ
の
も

の
を
独
自
に
観
念
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た

(�)

。
実
際
上
は

そ
の
実
益
に
乏
し
い
と
は
し
つ
つ
も
、
問
題
と
な
る
単
位
法
律
関
係
ご

と
に
人
格
の
存
否
が
別
個
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
こ
と

(�)

、

あ
る
い
は
改
正
前
法
例
三
条
一
項
に
い
う

｢

能
力｣

に
は
権
利
能
力
も

含
ま
れ
る
こ
と
が
立
法
資
料
か
ら
一
義
的
に
明
ら
か
な
こ
と

(�)

、
な
ど
を

そ
の
理
由
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
般
的
権
利
能
力
の
問
題
は
人
格
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の
始
期
及
び
終
期
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
そ
の
場
合
一
般
的
権
利
能
力

の
準
拠
法
と
し
て
妥
当
な
の
は
、
人
格
の
問
題
が
人
の
本
国
と
も
っ
と

も
密
接
な
関
連
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
本
国
法
に
よ
る
も
の
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
但
し
、
こ
れ
ら
の
反
対
説
も
、
残
念
な
が
ら
民
法
三

条
二
項
の
位
置
づ
け
を
十
分
に
明
確
に
意
識
し
た
議
論
と
は
な
っ
て
は

い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
外
人
法
と
国
際
私
法
の
適

用
に
つ
い
て
の
先
後
関
係
に
言
及
す
る
学
説
は
、
民
法
三
条
二
項
を
、

日
本
に
お
い
て
の
権
利
享
有
に
つ
き
定
め
る
、
渉
外
的
法
律
関
係
に
直

接
適
用
さ
れ
る
渉
外
実
質
法
規
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る

(�)
。
他
方
、

外
国
人
は
そ
の
本
国
法
に
よ
る
権
利
を
享
有
す
る
と
も
言
及
す
る
の
で

あ
る

(�)

。
で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
外
国
人
の
権
利
能
力
が
国
際
私
法
上
と

日
本
実
質
法
上
の
二
重
に
根
拠
づ
け
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
、
そ

の
理
由
は
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

従
っ
て
、
以
下
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
法
例

制
定
当
初
、
内
外
人
の
平
等
は
わ
が
国
実
質
法
上
の
原
則
で
あ
っ
た
。

こ
の
原
則
が
潜
脱
さ
れ
な
い
よ
う
、
そ
の
準
拠
法
は
法
廷
地
法
で
あ
る

と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
当
時
未
だ
明
確
で
な
か
っ
た
、
準
拠
法
を
介
さ

な
い
渉
外
的
法
律
関
係
の
処
理
に
お
け
る
絶
対
的
強
行
法
規
の
適
用
を
、

連
結
点
の
形
で
明
確
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

性
質
決
定
論
に
つ
い
て
準
拠
法
説
を
採
用
す
る
立
場
か
ら
、
外
国
人
が

有
す
る
権
利
は
準
拠
外
国
法
に
よ
っ
て
し
か
明
ら
か
に
な
ら
な
い
こ
と

を
前
提
と
し
て
、
内
外
人
の
平
等
は
実
質
法
上
の
原
則
で
は
な
く
、
外

国
法
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
権
利
を
も
わ
が
国
で
い
わ
ば
承
認
す
る
、
と

い
う
国
際
私
法
上
の
原
則
と
し
て
位
置
づ
け
が
変
え
ら
れ
た
。
そ
の
結

果
、
国
際
私
法
に
お
け
る
一
般
的
権
利
能
力
の
問
題
に
準
拠
法
に
よ
る

処
理
が
紛
れ
込
む
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。
さ
ら
に
、
権
利
享
有
を
認
め

な
い
法
制
度
は
公
序
に
よ
っ
て
除
外
す
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

権
利
の
享
有
は
も
は
や
問
題
と
せ
ず
、
一
般
的
権
利
能
力
の
問
題
を
、

準
拠
実
質
法
上
の
人
格
の
始
期
及
び
終
期
の
問
題
に
限
定
し
た
こ
と
で
、

個
別
の
権
利
関
係
に
適
用
さ
れ
る
準
拠
法
に
よ
り
処
理
を
す
れ
ば
よ
い

と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
人
格
の
始
期
な
い
し
終
期
を
独
立
に
考
慮
す

べ
き
と
す
る
立
場
も
存
在
す
る
が
、
準
拠
法
に
よ
る
処
理
を
依
然
と
し

て
維
持
す
る
こ
と
か
ら
、
内
外
人
平
等
の
原
則
も
依
然
と
し
て
国
際
私

法
上
の
原
則
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
以
下
の
考
察
に
お
い
て
は
、
果
た
し
て
こ
の
内
外
人
平
等

の
原
則
を
国
際
私
法
上
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
ど
う
か
を
明

ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
そ
も
そ
も
立
法
者
は
国
際
私
法

上
権
利
能
力
の
問
題
を
規
定
し
た
の
か
否
か
、
こ
れ
に
対
応
す
る
わ
が

国
実
質
法
で
あ
る
現
行
民
法
三
条
二
項
は
い
か
な
る
趣
旨
な
の
か
、
を

節
を
改
め
て
順
次
明
ら
か
に
し
て
い
く
が
、
そ
の
前
提
作
業
と
し
て
、
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一
般
的
権
利
能
力
と
い
う
問
題
設
定
を
そ
も
そ
も
す
る
べ
き
か
否
か
に

つ
い
て
検
討
を
加
え
て
お
く
。

人
格
発
生
の
条
件
を
も
個
別
的
権
利
能
力
の
準
拠
法
に
よ
る
と
す
る

場
合
、
そ
こ
に
は
適
応
問
題
の
発
生
が
不
可
避
で
あ
る
。
単
位
法
律
関

係
ご
と
に
準
拠
法
を
選
択
す
る
と
い
う
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
型
国
際
私
法
を
採

用
す
る
限
り
、
複
数
の
準
拠
法
の
接
合
面
に
ず
れ
が
生
じ
う
る
の
は
仕

方
の
な
い
こ
と
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
ず
れ
の
発
生
を
極
力
回
避
し

よ
う
と
複
数
の
単
位
法
律
関
係
に
ま
た
が
る
問
題
で
あ
っ
て
も
で
き
る

だ
け
単
一
の
準
拠
法
に
よ
る
一
体
的
解
決
を
試
み
る
の
も
、
そ
の
よ
う

な
ず
れ
は
不
可
避
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
放
置
す
る
の
も
、
抵
触
法
解

釈
論
の
態
度
決
定
と
し
て
あ
り
得
よ
う
。
だ
が
、
で
き
う
る
限
り
こ
の

よ
う
な
ず
れ
が
発
生
し
な
い
よ
う
抵
触
法
上
の
解
釈
論
で
手
当
を
試
み

る
、
と
い
う
解
釈
手
法
も
ま
た
あ
り
得
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
般
に
適
応
問
題
の
発
生
は
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
く
、
殊
に
こ
こ
で

問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
人
の
権
利
能
力
と
い
う
い
か
な
る
法
関
係
に

お
い
て
も
前
提
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
こ
の
よ
う
な
根
本
的
問

題
に
つ
い
て
適
応
問
題
が
発
生
す
る
可
能
性
は
極
力
排
除
し
て
お
く
の

が
相
当
と
思
わ
れ
る
。
人
格
の
発
生
条
件
を
個
々
の
準
拠
法
に
ゆ
だ
ね

る
こ
と
な
く
、
何
ら
か
の
一
つ
の
基
準
に
よ
り
解
決
す
れ
ば
、
少
な
く

と
も
適
応
問
題
の
発
生
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。
筆
者
の
こ
の

よ
う
な
適
応
問
題
発
生
の
未
然
の
回
避
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
人
格
発

生
の
条
件
も
個
別
的
権
利
能
力
の
準
拠
法
の
問
題
と
す
る
解
釈
は
、
い

た
ず
ら
に
適
応
問
題
の
発
生
を
助
長
す
る
も
の
で
あ
り
、
承
服
し
が
た

い
。
さ
ら
に
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
型
国
際
私
法
に
お
け
る
人
の
地
位
の
特
殊

性
に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
単
位
法
律
関
係
ご
と
に
準
拠
法

を
定
め
る
と
い
う
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
法
理
論
に
お
い
て
は
、
ま
ず
人
が
い

て
、
そ
れ
ら
の
人
が
い
か
な
る
法
律
関
係
に
立
つ
か
と
い
う
議
論
の
順

序
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
と
っ
て
人
の
地
位
は

全
て
の
法
関
係
に
先
立
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は
、

そ
の
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
の
八
巻
に
お
い
て
国
際
私
法
総
論
を
検
討
し

た
後
、
個
別
の
法
律
関
係
に
考
察
を
進
め
る
前
に
全
体
の
四
分
の
一
も

の
分
量
を
人
の
地
位
の
考
察
に
割
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
サ
ヴ
ィ
ニ
ー

型
国
際
私
法
に
お
け
る
人
の
地
位
の
一
問
題
と
し
て
の
権
利
能
力
の
特

殊
性
に
も
鑑
み
、
筆
者
と
し
て
は
、
人
格
発
生
の
条
件
は
個
別
的
権
利

能
力
の
問
題
で
は
な
く
、
一
般
的
権
利
能
力
と
い
う
独
立
の
単
位
法
律

関
係
の
問
題
と
い
う
説
を
支
持
し
た
い
。

で
は
そ
の
準
拠
法
は
い
か
な
る
国
の
法
律
で
あ
る
と
さ
れ
た
か
。
そ

も
そ
も
わ
が
国
際
私
法
上
規
定
は
存
在
す
る
の
か
。
こ
の
点
を
節
を
改

め
て
検
討
す
る
。

抵触法における自然人の権利能力 (�畑洋文)103



第
三
節

立
法
者
意
思

改
正
前
法
例
三
条
一
項
の
起
草
過
程
に
お

け
る
議
論

法
の
解
釈
に
あ
た
り
、
立
法
者
意
思
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か

に
よ
っ
て
立
場
が
分
か
れ
る
が
、
現
在
で
は
、
立
法
当
時
想
定
さ
れ
て

い
た
社
会
の
根
本
的
な
変
化
な
ど
一
定
の
事
情
が
な
い
限
り
、
と
り
あ

え
ず
立
法
者
意
思
が
法
律
の
解
釈
に
あ
た
り
重
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る

(�)
。
そ
こ
で
、
改

正
前
法
例
三
条
一
項
の
解
釈
に
あ
た
り
、
ひ
と
ま
ず
立
法
者
が
こ
の
点

を
如
何
に
考
え
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
但
し
、
改
正
前
法
例

の
草
案
が
ど
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
た
か
、
条
文
の
文
言
解
釈
に
あ
た
っ

て
誰
の
見
解
を
重
視
す
れ
ば
よ
い
の
か
に
つ
い
て
は
論
者
に
よ
っ
て
若

干
の
相
違
が
あ
る

(�)

。
本
稿
で
は
、
一
応
、
従
来
の
学
説
に
お
い
て
立
法

者
で
あ
る
と
さ
れ
る
三
名
全
員
の
見
解
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
す
る
こ
と
に

す
る
。

改
正
前
法
例
は
権
利
能
力
の
準
拠
法
に
つ
き
規
定
し
て
い
た
か
ど
う

か
に
つ
い
て
、
も
っ
と
も
明
快
な
の
は
梅
博
士
で
あ
る
。
梅
博
士
は
改

正
前
法
例
三
条
一
項
に
い
う
能
力
が
意
味
す
る
内
容
と
し
て
同
法
三
条

の
質
疑
応
答
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、｢

(

民
法)

總
則
ト
シ
テ
ハ
ソ
レ
丈
ケ

(

筆
者
注

未
成
年
者
、
禁
治

産
者
、
準
禁
治
産
者
及
び
妻
の
行
為
無
能
力)

シ
カ
規
定
ニ
ハ
ナ
ツ
テ

居
ラ
ナ
イ
ガ
能
力
問
題
ハ
ソ
レ
丈
ケ
デ
ハ
決
シ
テ
ナ
イ
實
ハ
第
一
ニ
権

利
能
力
、
行
為
能
力
ト
云
フ
區
別
ス
ラ
モ
學
者
ノ
間
ニ
ハ
ス
ル
必
要
ガ

ア
ル
餘
程
民
法
ニ
モ
ソ
レ
ヲ
書
カ
ウ
カ
ト
思
ヒ
マ
シ
タ
ケ
レ
ド
モ
民
法

ニ
書
ク
ト
マ
ダ
日
本
ニ
一
般
ニ
行
ハ
レ
テ
居
ナ
イ
名
稱
デ
ア
ル
カ
ラ
大

層
事
ヲ
好
ン
ダ
ヤ
ウ
ニ
見
エ
ル
サ
ウ
シ
テ
總
則
編
ヲ
書
キ
マ
ス
時
分
ニ

ハ
餘
リ
大
キ
イ
事
ヲ
書
ク
ト
直
グ
否
決
シ
サ
ウ
ナ
勢
ヒ
デ
ア
リ
マ
シ
タ

カ
ラ
ソ
レ
デ
矢
張
リ
舊
法
典
ニ
使
ウ
テ
ア
リ
マ
シ
タ
所
ノ
文
字
ヲ
使
ウ

テ
置
キ
マ
シ
タ
、
ケ
レ
ド
モ
總
則
ノ
方
ニ
ハ
能
力
ニ
付
テ
ハ
行
爲
能
力

ニ
付
テ
シ
カ
規
定
ス
ル
必
要
ガ
ナ
カ
ツ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
併
ナ
ガ
ラ
權

利
能
力
ノ
事
ト
雖
モ
矢
張
リ
能
力
ト
云
フ
文
字
ノ
中
ニ
ハ
這
入
ラ
ナ
ケ

レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ソ
レ
故
ニ
第
三
條
ノ
人
ノ
能
力
ト
云
フ
中
ニ
ハ
權
利
能
力

ノ
コ
ト
モ
這
入
ル

(�)｣

と
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
梅
博
士
は
、

立
法
時
の
政
治
的
配
慮
か
ら
民
法
で
は
権
利
能
力
と
い
う
文
言
は
使
用

せ
ず
、
旧
民
法
の
用
語
に
従
っ
た
が
、
改
正
前
法
例
及
び
民
法
を
通
じ

て
権
利
能
力
と
い
う
考
え
方
自
体
は
採
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
本
拠
と

し
て
本
国
法
が
妥
当
す
る
こ
と
、
そ
の
際
文
言
上
の
根
拠
と
し
て
改
正

前
法
例
三
条
一
項
の

｢

能
力｣

に
は
権
利
能
力
も
含
ま
れ
る
と
考
え
て

い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
人
格
発
生
の
条
件
に
つ
い
て
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は
梅
博
士
の
具
体
的
な
言
及
は
存
在
し
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、
同
じ
く
起
草
委
員
た
る
穂
積
博
士
の
見
解
は
改
正
前

法
例
三
条
に
関
す
る
議
事
速
記
録
上
の
発
言
か
ら
だ
け
で
は
明
ら
か
に

な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
穂
積
博
士
が
言
及
し
て
い
る
の
は
、
一

般
的
権
利
能
力
と
の
関
連
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

(�)
改
正
前
法
例
六
条
の

趣
旨
説
明
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、｢

少
ナ
ク
ト
モ
我
國
ニ
於

キ
マ
シ
テ
此
失
踪
ノ
宣
告
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
身
分
ニ
モ
關
シ
マ
セ
ズ
シ
テ

人
ノ
人
格
ノ
存
在

人
ガ
ア
ル
モ
ノ
ト
看
ル
ヤ
ナ
イ
モ
ノ
ト
看
ル
ヤ

ト
云
フ
コ
ト
ガ
失
踪
ノ
宣
告
ノ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
國
々
ニ
依
ツ
テ
違
ヒ

マ
ス
ル
ケ
レ
ド
モ
日
本
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ト
カ
或
ハ
独
逸
、
和
蘭
、
澳
地

利
サ
ウ
云
フ
ヤ
ウ
ナ
國
々
デ
ハ
失
踪
問
題
ハ
人
格
ノ
存
在
ノ
問
題
デ
ア

リ
マ
ス
故
ニ
斯
ウ
見
マ
ス
ル
國
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
全
體
ト
致
シ
マ
シ
テ

其
人
ガ
生
キ
テ
居
ル
カ
居
ラ
ナ
イ
カ
ト
云
フ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
本

國
法
ニ
依
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
之
ハ
疑
ノ
ナ
イ
コ
ト
デ
ア
ラ
ウ
ト
思
ヒ
マ

ス
…

(

中
略)

…
ソ
レ
デ
法
例
ニ
ハ
一
體
人
ノ
存
在
ノ
コ
ト
マ
デ
モ
書

テ
ア
リ
マ
セ
ヌ
又
權
利
能
力
ノ
コ
ト
ハ
此
原
則
ト
シ
テ
ハ
書
テ
ハ
ア
リ

マ
セ
ヌ
故
ニ
人
ノ
生
死
ト
云
フ
コ
ト
ニ
關
ス
ル
事
柄
ガ
問
題
ニ
爲
ツ
テ

モ
宜
シ
イ
…

(�)｣

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
穂
積
博
士
は
、
人
の

能
力
や
家
族
法
上
の
法
的
地
位
に
関
す
る
一
般
原
則
と
し
て
本
国
法
主

義
を
採
用
す
る
、
と
い
う
意
味
で
改
正
前
法
例
三
条
を
一
般
的
な
基
礎

と
し
て
定
立
し
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い

(�)

が
、
し
か
し
な
が
ら
、
改
正
前

法
例
三
条
に
い
う

｢

能
力｣

に
は
権
利
能
力
が
含
ま
れ
る
も
の
と
ま
で

穂
積
博
士
が
考
え
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
こ
の
記
述
か
ら
は
否
定
的

に
解
さ
ざ
る
を
得
な
い

(�)

。
権
利
能
力
の
準
拠
法
に
つ
い
て
穂
積
博
士
は

如
何
に
考
え
て
い
た
の
か
は
、
梅
博
士
同
様
立
法
資
料
か
ら
は
明
ら
か

と
な
ら
な
い
。
人
格
発
生
の
条
件
に
つ
い
て
も
梅
博
士
と
同
様
で
あ
る
。

改
正
前
法
例
の
改
正
案
参
考
書

(�)

を
執
筆
し
た
と
さ
れ
る
山
田
三
良
博

士
は
、
民
法
審
議
段
階
に
お
い
て
二
条
修
正
案
が
提
案
さ
れ
た
際
に
反

論
と
し
て
提
出
し
た

｢

民
法
第
二
条
修
正
案
ヲ
評
ス｣

と
い
う
論
考
、

法
例
修
正
案
参
考
書

(�)

及
び
改
正
前
法
例
施
行
直
後
に
公
表
し
た
権
利
能

力
に
関
す
る
論
説

(�)

及
び
体
系
書
等
で
、
そ
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
修

正
案
反
対
意
見
で
は
、
外
国
人
の
公
法
及
び
私
法
上
の
地
位
の
沿
革
に

つ
い
て
整
理
し
た
後
、
そ
れ
ら
の
う
ち
平
等
主
義
を
採
用
す
る
現
行
民

法
三
条
二
項(

旧
二
条)

の
解
釈
に
つ
い
て
同
条
一
項(

旧
一
条
ノ
三)

を
前
提
と
し
つ
つ
、
当
該
外
国
人
が
本
国
法
に
お
い
て
人
格
者
で
あ
る

か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
反
対
の
規
定
な
い
限
り
内
国
人
と
同
様
に
私

権
を
享
有
す
る
、
と
し
て
い
る
の
み
で
あ
っ
て
、
法
例
と
の
関
係
で
は

論
じ
て
は
い
な
い
。
修
正
案
参
考
書
で
は
も
っ
ぱ
ら
行
為
能
力
に
関
す

る
記
述
に
終
始
し
、
一
般
的
権
利
能
力
の
準
拠
法
に
言
及
す
る
も
の
は

唯
一
施
行
直
後
の
論
考
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
従
来
よ
り
数
多
く
引
用
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さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
我
国
で
は
唯
一
法
廷
地
法
説
を
採
る
も
の
と
理

解
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
山
田
三
良
博
士
は
、
改
正
前
法
例
三
条
に
い

う

｢
能
力｣

に
権
利
能
力
が
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
改
正
前
法
例
が
広
く
採
用
し
た
属
人
法
主
義
の
原
則
に
対
す
る
例

外
と
し
て
、
一
般
的
権
利
能
力
が
問
題
と
な
る
限
り
日
本
人
で
あ
る
と

外
国
人
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
日
本
法
に
よ
る
、
と
理
解
し
て
い
た
も
の

と
思
わ
れ
る

(�)
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
掲
げ
た
立
法
者
三
名
の
見
解
は
、
そ
れ
ぞ

れ
大
幅
に
異
な
る
。
梅
博
士
は
権
利
能
力
の
準
拠
法
は
法
例
三
条
一
項

に
よ
る
と
し
、
穂
積
博
士
は
法
例
三
条
一
項
に
よ
ら
な
い
と
す
る
が
そ

れ
以
上
明
ら
か
で
は
な
く
、
山
田
三
良
博
士
は
日
本
で
問
題
と
な
る
限

り
民
法
一
条
及
び
二
条

(

当
時)

に
よ
り
外
国
人
も
当
然
に
権
利
能
力

を
有
す
る
し
、
人
格
の
発
生
条
件
に
つ
い
て
も
日
本
法
に
よ
る
と
す
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
明
ら
か
と
な
る
の
は
、
立
法
者
意
思
が
何
で
あ
っ
た

か
は
一
義
的
に
明
ら
か
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
の
み
で

あ
る
。
従
来
の
通
説
は
も
と
よ
り
、
実
務
上
の
運
用

(�)
に
お
い
て
も
ほ
ぼ

一
貫
し
て
改
正
前
法
例
三
条
一
項
に
権
利
能
力
は
含
ま
れ
な
い
と
さ
れ

て
き
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
、
近
時
の
学
説
が
同
条
の
能
力
に
は
権
利

能
力
も
含
ま
れ
る
と
い
う
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
こ

れ
を
支
え
る
だ
け
の
十
分
な
資
料
的
根
拠
が
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
法

適
用
通
則
法
四
条
に
お
い
て
文
言
が｢

行
為
能
力｣

に
改
め
ら
れ
た
が
、

こ
れ
は
立
法
資
料
上
か
ら
は
明
確
と
は
言
え
な
い
解
釈
の
可
能
性
を
排

除
し
た
と
い
う
評
価
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
四
節

法
選
択
規
範
欠
缺
の
処
理

外
人
法
の
抵
触
法
上
の
位
置

づ
け
と
関
連
し
て

い
ず
れ
に
せ
よ
、
法
適
用
通
則
法
で
は
行
為
能
力
の
み
が
本
国
法
に

よ
る
と
規
定
さ
れ
、
一
般
的
権
利
能
力
に
つ
い
て
規
定
が
存
在
し
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、
実
質
法
た
る
我
が
国
民
法
三
条
二
項
は
内
国
に
お
け
る

外
国
人
の
私
法
上
の
地
位
を
定
め
て
お
り
、
講
学
上

｢

外
人
法｣

と
称

さ
れ
る
が
、
果
た
し
て
こ
の
条
文
は
抵
触
法
学
上
ど
の
よ
う
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
の
か
、
が
問
題
と
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
民
法
三
条
二
項
は

国
際
私
法
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
初
め
て
適
用
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と

も
渉
外
的
な
事
案
に
直
接
に
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か

(�)(�)

、
が
問
題
と

さ
れ
よ
う
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
の
点
に
つ
き
、
古
く
は
国
際
私
法
に
よ
る

指
定
を
受
け
て
初
め
て
我
が
国
実
質
法
規
が
適
用
さ
れ
る
と
す
る
見
解

も
有
力
に
主
張
さ
れ
た

(�)
が
、
現
在
で
は
一
般
的
に
外
人
法
と
国
際
私
法
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の
ど
ち
ら
が
優
先
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
一
概
に
判
断
で
き
ず
、
問
題

と
な
る
法
規
の
趣
旨
・
目
的
に
着
目
し
、
そ
れ
が
渉
外
的
な
法
律
関
係

に
直
接
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
予
定
さ
れ
た
実
質
規
定
か
ど
う
か
を
問
題

と
す
る
見
解

(�)
が
有
力
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
説
に
従
え
ば
、
外
国
人

の
私
権
享
有
に
関
し
て
は
民
法
三
条
二
項
の
立
法
趣
旨
如
何
に
よ
っ
て

渉
外
的
法
律
関
係
に
直
接
適
用
す
べ
き
か
ど
う
か
を
判
断
す
べ
き
こ
と

と
な
る
。

そ
こ
で
民
法
三
条
二
項
の
立
法
趣
旨
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

そ
の
前
提
と
し
て
審
議
段
階
で
ど
の
よ
う
な
議
論
が
存
在
し
て
い
た
か

を
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
有
用
で
あ
ろ
う
。

審
議
段
階
に
お
い
て
如
何
な
る
議
論
が
戦
わ
さ
れ
て
い
た
か
を
確
認

で
き
る
資
料
は
、
筆
者
が
目
を
通
し
た
国
際
私
法
に
関
す
る
資
料
の
中

で
は
梅
博
士
の
叙
述

(�)

及
び
寺
尾
亮
の
著
書

(�)
の
二
つ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

民
法
の
観
点
か
ら
は
大
河
純
夫
教
授
の
立
法
史
に
関
す
る
詳
細
な
論
考

(�)

が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
、
起
草
者
は
外
国
人
の
権
利
能
力
に

つ
き
例
外
的
に
法
律
な
い
し
命
令
に
よ
っ
て
制
限
で
き
る
も
の
の
原
則

と
し
て
は
外
国
人
も
権
利
能
力
を
有
す
る
と
い
う
平
等
主
義
的
規
定
を

用
意
し
た
。
こ
れ
に
対
し
審
議
段
階
で
は
、
原
則
と
し
て
は
外
国
人
は

権
利
能
力
を
有
さ
ず
、
例
外
的
に
法
律
等
を
も
っ
て
権
利
能
力
を
認
め

る
べ
き
だ
と
す
る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
た
た
め
、
梅
博
士
や
穂
積
博
士

の
意
を
受
け
た
山
田
三
良
博
士
が
起
草
者
の
草
案
を
擁
護
す
る
論
陣
を

張
っ
た
結
果
、
逆
に
、
外
国
人
が
権
利
能
力
を
有
す
る
こ
と
は
当
然
で

あ
っ
て
法
律
と
し
て
定
め
る
ま
で
も
な
い
た
め
民
法
二
条
は
削
除
す
べ

き
だ
と
す
る
修
正
案
も
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
議
論
が
錯
綜
す
る

中
、
両
修
正
案
は
支
持
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
局
起
草
者
の
草

案
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

(�)

。
そ
の
た
め
、
民
法
三
条
二
項

(

旧

二
条)

の
立
法
趣
旨
は
、
山
田
三
良
博
士
の
先
に
引
用
し
た
修
正
案
に

対
す
る
反
駁
の
意
見
書
に
現
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
も
の
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
意
見
書
は
、
民
法
第
四
回
総
会
で
穂
積
八
束
博
士
が

｢

法
令
又
ハ
條
約
ガ
外
國
人
ニ
認
許
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
イ
テ
外
國
人
ハ

私
權
ヲ
享
有
ス
ル
事
ヲ
得｣

と
い
う
法
人
の
認
許
に
関
す
る
民
法
三
六

条
と
ほ
ぼ
同
じ
文
言
を
用
い
た
条
文
に
修
正
す
べ
き
と
主
張
し
た
こ
と

に
対
し
て
反
論
す
る
も
の
で
、
非
常
に
重
要
な
た
め
、
若
干
長
く
な
る

が
必
要
な
箇
所
を
全
て
引
用
す
る
。
す
な
わ
ち
、｢

民
法
ニ
於
テ
人
ハ

私
権
ヲ
享
有
ス
ト
云
フ
ト
キ
ハ
内
國
人
タ
ル
ト
外
國
人
タ
ル
ト
ヲ
問
ハ

ス
凡
ソ
我
法
律
ノ
支
配
ヲ
受
ク
ル
人
類
ハ
皆
私
権
ヲ
享
有
ス
ル
コ
ト
ヲ

規
定
セ
ル
法
文
ト
謂
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ズ
。
…

(

中
略)

…
第
一
章
ニ
題

シ
テ

｢
人｣

ト
云
ヒ
第
一
節
ニ

｢

私
権
ノ
享
有｣

ヲ
規
定
シ
、
第
一
條

ニ

｢

私
権
ノ
享
有
ハ
出
生
ニ
始
マ
ル｣

ト
規
定
セ
ル
ヲ
以
テ
見
レ
ハ
、

我
民
法
ハ
人
ハ
私
権
ヲ
享
有
ス
ヘ
キ
原
則
ヲ
前
提
ト
シ
、
人
ノ
私
權
ハ
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出
生
ニ
始
マ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
特
別
ノ
明
文
有
ル
ニ
非
ス
ン
ハ
出
生
以

前
即
チ
胎
兒
ニ
及
サ
サ
ル
コ
ト
ヲ
明
ラ
カ
ニ
ス
ル
モ
ノ
ト
云
フ
ヘ
シ
、

故
ニ
今
胎
兒
ハ
未
タ
人
ニ
ア
ラ
ス
ト
假
定
ス
ル
ト
キ
ハ
、
民
法
第
一
條

ハ
人
ハ
私
權
ヲ
享
有
ス
ト
云
フ
ト
同
一
ノ
意
義
ノ
規
定
タ
リ
、
而
シ
テ

人
ト
ハ
何
ソ
ヤ
、
我
國
民
ノ
ミ
ヲ
云
フ
ヤ
將
タ
外
國
人
ヲ
モ
云
フ
ヤ
、

之
ヲ
今
日
ノ
法
律
思
想
ニ
徴
シ
テ
考
フ
ル
ニ
、
佛
國
民
法
第
八
條
ノ
如

ク
特
ニ

｢

凡
ソ
佛
國
人
ハ
私
權
ヲ
享
有
ス｣

ト
ノ
明
文
無
キ
以
上
ハ
第

一
條
ニ
所
謂
人
ト
ハ
内
國
人
ノ
ミ
ヲ
云
フ
ト
解
釈
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
、

蓋
シ
内
外
人
平
等
主
義
ハ
現
今
文
明
諸
國
ノ
私
法
上
ノ
一
大
原
則
ニ
シ

テ
、
我
國
法
上
ニ
於
テ
モ
外
人
ハ
人
ニ
非
ラ
ス
ト
言
フ
コ
ト
ヲ
許
サ
サ

ル
カ
故
ニ
、
人
ノ
私
權
ノ
享
有
ハ
出
生
ニ
始
マ
ル
ト
言
ヘ
ハ
、
我
國
民

ノ
ミ
出
生
後
私
權
享
有
ノ
能
力
ヲ
有
ス
ル
ニ
非
ス
シ
テ
、
我
國
ニ
出
生

シ
タ
ル
外
國
人
モ
亦
出
生
後
私
權
ヲ
享
有
ス
ル
能
力
ヲ
有
シ
、
凡
ソ
我

民
法
ノ
支
配
ヲ
受
ク
ヘ
キ
人
類
ノ
私
權
享
有
ノ
能
力
ハ
出
生
ニ
始
マ
ル

コ
ト
ヲ
規
定
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
解
釋
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
、
且
ツ
我
國
現

行
法
令
ニ
於
テ
モ
特
ニ
帝
國
臣
民
タ
ル
コ
ト
ヲ
要
シ
又
ハ
外
國
人
ニ
認

與
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
明
言
セ
サ
ル
以
上
ハ
外
國
人
ハ
内
國
人
ト
同
シ
ク
私

權
ヲ
享
有
ス
ル
モ
ノ
ト
解
釋
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
…

(

中
略)

…
外
國
人
ノ

私
權
享
有
ノ
能
力
ハ
第
二
條
ニ
依
リ
テ
始
メ
テ
認
定
セ
ラ
レ
タ
ル
ニ
非

ス
シ
テ
、�
ニ
第
一
條
ノ
規
定
ニ
包
含
ス
ル
モ
尚
ホ
解
釋
上
ノ
疑
義
ヲ

豫
防
シ
且
ツ
外
國
人
ノ
私
權
享
有
ノ
能
力
ハ
法
令
又
ハ
條
約
ノ
制
限
ニ

依
リ
内
國
人
ト
全
ク
同
等
ニ
非
サ
ル
コ
ト
ヲ
明
ラ
カ
ニ
ス
ル
カ
爲
メ
特

ニ
第
二
條
ヲ
設
ケ
タ
ル
モ
ノ
ト
謂
フ
ヘ
シ

(

下
線
は
筆
者
に
よ
る

(�))｣

と
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
民
法
三
条
二
項
及
び
そ
の
前
提
た
る
同
条
一
項

は
明
ら
か
に
渉
外
的
な
法
律
関
係
に
も
直
接
適
用
す
る
こ
と
を
予
定
さ

れ
た
実
質
法
規
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
修
正
案
そ

れ
自
体
も
民
法
三
六
条
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
、
当
時
立
法
者
が
実

質
法
で
外
国
人
の
権
利
能
力
の
問
題
を
全
て
書
き
尽
く
そ
う
と
し
て
い

た
こ
と
が
伺
え
る
。

ま
た
、
民
法
三
条
二
項
が
起
草
さ
れ
た
当
時
に
参
考
と
さ
れ
た
、
諸

外
国
の
規
定
の
あ
り
方
に
も
目
を
配
る
必
要
が
あ
る
。
民
法
が
起
草
さ

れ
た
当
時
、
諸
外
国
で
は
外
国
人
の
権
利
享
有
能
力
を
実
質
法
で
規
定

す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
施
行
が
延
期
さ
れ
た
旧
民
法
五

条
は
外
国
人
の
権
利
享
有
に
つ
き
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
規
定
に
あ

た
っ
て
主
と
し
て
参
考
と
さ
れ
た
の
が
フ
ラ
ン
ス
民
法
一
一
条
で
あ
り
、

イ
タ
リ
ア
民
法
三
条
で
あ
っ
た

(�)

。
こ
の
う
ち
フ
ラ
ン
ス
民
法
一
一
条
が

い
わ
ゆ
る
相
互
主
義
を
を
採
用
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
外
国
人
の
権
利

は
当
外
国
で
フ
ラ
ン
ス
人
が
認
め
ら
れ
る
の
と
同
様
の
権
利
し
か
有
し

な
い
も
の
と
さ
れ
、
こ
れ
の
後
に
制
定
さ
れ
た
イ
タ
リ
ア
民
法
三
条
は

平
等
主
義
を
採
用
し
た
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
を
受
け
て
、
山
田
三
良
博
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�士
は
我
国
民
法
三
条
二
項
が
市
民
法
の
進
歩
の
終
着
点
た
る
平
等
主
義

を
採
用
す
る
も
の
だ
と
そ
の
理
想
を
高
ら
か
に
歌
い
上
げ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
条
約
改
正
と
い
う
悲
願
を
達
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
外
国
人

の
権
利
享
有
能
力
に
つ
い
て
は
明
確
に
定
め
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
、

法
人
の
規
律
と
同
様
、
立
法
者
は
こ
れ
を
民
法
に
直
接
規
定
す
る
こ
と

と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
規
定
の
あ
り
方
は
、

当
時
の
諸
外
国
の
法
典
に
比
し
ご
く
一
般
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
五
節

わ
が
国
に
お
け
る
外
国
人
の
権
利
享
有
能
力
の
始
期
及
び
終
期

以
上
の
よ
う
に
、
一
般
的
権
利
能
力
に
関
す
る
法
の
抵
触
は
、
立
法

趣
旨
か
ら
み
れ
ば
、
我
が
国
実
質
法
に
お
け
る
法
人
に
関
す
る
規
定
同

様
、
既
に
我
が
国
実
質
法
規
に
よ
り
解
決
済
み
と
判
断
で
き
る
こ
と
に

な
ろ
う
。
残
さ
れ
た
問
題
は
、
外
国
人
の
権
利
享
有
能
力
の
始
期
及
び

終
期
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
来
的

な
起
草
者
で
あ
る
梅
博
士
及
び
穂
積
博
士
に
一
定
の
見
解
が
あ
っ
た
か

ど
う
か
は
疑
問
が
残
る
。
事
実
、
わ
が
国
民
法
に
お
い
て
同
時
死
亡
の

推
定
に
関
す
る
規
定
は
民
法
制
定
当
時
存
在
せ
ず
、
よ
う
や
く
昭
和
三

七
年
に
新
設
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
引

用
し
た
、
審
議
段
階
に
お
い
て
穂
積
博
士
が
同
調
し
、
審
議
後
梅
博
士

が

｢

自
ら
の
見
解
と
ほ
ぼ
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い

(�)｣

と
す
る
山
田
三
良

博
士
の
反
駁
書
が
既
に
詳
細
に
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

民
法
三
条
条
一
項
は
本
来
外
国
人
に
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、

外
国
人
の
権
利
享
有
能
力
の
始
期
が
問
題
と
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、

日
本
人
と
同
様
当
然
に
出
生
を
も
っ
て
権
利
享
有
能
力
を
有
す
る
も
の

と
さ
れ
る
と
す
る
。
そ
の
終
期
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
が
、
こ
れ
は

そ
の
当
時
同
時
死
亡
の
推
定
を
定
め
る
条
文
が
存
在
し
な
か
っ
た
た
め

で
あ
ろ
う
。
権
利
享
有
能
力
の
存
否
及
び
始
期
が
日
本
法
に
よ
る
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
終
期
も
日
本
法
に
よ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
と
思

わ
れ
る
。
権
利
享
有
能
力
一
般
の
始
期
を
そ
の
一
項
で
定
め
、
個
別
外

国
人
の
権
利
享
有
能
力
に
つ
い
て
二
項
で
定
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
外

国
人
の
権
利
享
有
能
力
の
始
期
に
関
し
て
も
そ
の
一
項
が
適
用
さ
れ
る

と
考
え
る
こ
と
は
、
体
系
的
理
解
か
ら
言
っ
て
も
自
然
と
い
え
る
。
従
っ

て
、
そ
の
権
利
享
有
能
力
の
始
期
な
い
し
終
期
が
問
題
と
さ
れ
る
場
合

に
お
い
て
は
、
日
本
法
の
み
が
こ
れ
を
定
め
る
、
と
解
す
る
こ
と
に
な

ろ
う
。
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注
(

１)

民
法
三
六
条
及
び
四
九
条
、
商
法
四
七
九
条
以
下
な
ど
。

(
２)

石
黒
一
憲

『

金
融
取
引
と
国
際
訴
訟』

(

有
斐
閣
、
一
九
八
三

年)

二
五
六
頁
以
下
。

(

３)
比
較
的
近
時
の
文
献
と
し
て
、
道
垣
内
正
人

『

ポ
イ
ン
ト
国
際

私
法

(
各
論)』

(

有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年)

一
七
五
頁
、
西
島
太

一

『

外
国
会
社
と
我
が
国
民
商
法
規
定：

所
謂
会
社
従
属
法
の
適

用
範
囲
及
び
擬
似
外
国
会
社
の
取
扱
に
つ
い
て』

阪
法
四
八
巻
三

号

(

一
九
九
八
年)
一
六
一
頁
以
下
、
河
野
俊
行

『

会
社
の
従
属

法
の
決
定
基
準

本
拠
地
法
主
義
・
設
立
準
拠
法
主
義』

ジ
ュ

リ
一
一
七
五
号

(

二
〇
〇
〇
年)

二
頁
以
下
、
野
村
美
明

『

外
国

会
社
の
規
律

居
留
地
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
へ』

ジ
ュ
リ
一

一
七
五
号

(

二
〇
〇
〇
年)

二
一
頁
以
下
、
早
川
吉
尚

『

外
国
会

社』

法
教
二
六
五
号

(

二
〇
〇
二
年)
三
五
頁
以
下
、
奥
田
安
弘

『

新
会
社
法
に
お
け
る
外
国
会
社
の
法
的
地
位』
中
央
ロ
ー
・
ジ
ャ
ー

ナ
ル
三
巻
二
号

(

二
〇
〇
六
年)

三
三
頁
以
下
な
ど
。

(

４)

石
黒
・
前
掲
注

(

２)

二
五
七
頁
。

(

５)

江
川
英
文

『

新
法
律
学
演
習
講
座

国
際
私
法』

(
青
林
書
院
、

一
九
五
九
年)

八
九
頁
。
近
年
の
主
だ
っ
た
体
系
書
も
、
ほ
ぼ
同

様
の
定
義
を
採
用
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
道
垣
内
正
人

『

国
際

私
法
入
門

(

第
六
版)』

(

有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
年)

一
六
七
頁
、

溜
池
良
夫

『

国
際
私
法
講
義

(

第
三
版)』

(

有
斐
閣
、
二
〇
〇
五

年)

二
五
五
頁
、
山
田
鐐
一

『

国
際
私
法

(

新
版)』

(

有
斐
閣
、

二
〇
〇
三
年)

一
七
四
頁
以
下
。

(

６)

江
川
・
前
掲
注

(

５)

九
二
頁
。

(

７)

な
お
、
現
代
国
際
私
法
は
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
依
拠
し
て
い
る
と
さ

れ
る
が
、
個
別
的
権
利
能
力
と
い
う
問
題
設
定
を
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
は

明
確
に
否
定
し
て
い
る
。
し
か
も
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
主
張
す
る
権
利

能
力
の
連
結
点
は
住
所
地
で
あ
っ
て
、
何
故
連
結
点
と
し
て
住
所

地
を
採
用
す
る
の
か
の
理
由
付
け
の
点
な
ど
を
含
め
、
既
に
サ
ヴ
ィ

ニ
ー
理
論
と
は
何
重
の
意
味
に
お
い
て
も
か
け
離
れ
た
も
の
と
な
っ

て
い
る
。

(

８)

道
垣
内
・
前
掲
注

(

３)

一
五
九
頁
以
下
他
前
掲
注

(

５)

各

文
献
参
照
。

(

９)

古
く
は
久
保
岩
太
郎

『

国
際
私
法』

(

有
信
堂
、
一
九
六
九
年)

一
一
〇
頁
、
近
年
で
は
櫻
田
義
章

『

国
際
私
法

(

第
五
版)』

(

有

斐
閣
、
二
〇
〇
六
年)

一
三
八
頁
以
下
、
特
に
一
四
〇
頁
参
照
。

(�)
山
田
三
良

『

国
際
私
法』

(

有
斐
閣
、
一
九
三
二
年)

二
七
五

頁
。
跡
部
定
次
郎

『

国
際
私
法
上
巻』

(

弘
文
堂
書
房
、
一
九
二

六
年)

も
ほ
ぼ
同
様
の
体
裁
を
採
る
。

(�)
同
上
四
五
八
頁

(

山
田)

以
下
。

(�)
同
上
四
六
一
頁
以
下
。

(�)
個
別
準
拠
法
説
は
人
格
自
体
の
存
否
を
決
定
す
る
基
準
と
し
て

妥
当
で
は
な
い
と
さ
れ
、
本
国
法
説
も
外
国
人
の
内
国
に
お
け
る

地
位
と
い
う
こ
の
問
題
の
歴
史
的
沿
革
及
び
滞
在
国
の
公
益
を
無

視
す
る
も
の
で
あ
っ
て
不
当
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
同
上
四
五
九
頁

以
下
。

(�)
江
川
英
文

｢

衝
突
規
則
と
私
法
と
の
関
係
に
対
す
る
卑
見｣

法

協
四
五
巻
一
〇
号
一
八
七
五
頁
以
下
参
照
。

(�)
同
上
。
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(�)
江
川
・
前
掲
注

(

５)

八
九
頁
以
下
。

(�)
同
上
九
八
頁
。

(�)
前
掲
注

(

５)

各
文
献
参
照
。

(�)
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
採
る
論
者
と
し
て
久
保
教
授
及
び
櫻
田
教

授
が
挙
げ
ら
れ
る
。
前
掲
注

(

９)

各
文
献
参
照
。

(�)
櫻
田
・
前
掲
注

(

９)

一
三
九
頁
。

(�)
野
村
・
後
掲
注

(�)
二
六
八
頁
。、
道
垣
内
・
前
掲
注

(

３)

一
五
九
頁
以
下
。

(�)
同
上
二
六
九
頁

(
野
村)
。

(�)
同
上
二
六
八
頁
。

(�)
広
中
俊
雄

『

民
法
要
綱』

(
創
文
社
、
一
九
八
九
年)

六
〇
頁

以
下
。
特
に
六
二
―
六
三
頁
参
照
。

(�)
議
事
速
記
録
及
び
穂
積
陳
重

『

法
窓
夜
話』

(

岩
波
文
庫
、
一

九
八
〇
年)

一
八
七
、
一
九
二
頁
、
及
び
山
田
三
良

『

回
顧
録』

(

山
田
三
良
先
生
米
寿
祝
賀
会
、
一
九
五
七
年)
三
四
―
三
六
頁

か
ら
明
ら
か
に
な
る
事
実
は
、
自
ら
起
草
し
た
と
穂
積
博
士
が
述

べ
る
文
献
が
残
っ
て
い
る
こ
と
、
穂
積
博
士
が
草
案
の
審
議
に
あ

た
り
趣
旨
説
明
を
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
梅
博
士
が
穂
積

博
士
と
は
異
な
る
独
自
の
説
を
し
ば
し
ば
主
張
し
た
こ
と
、
山
田

三
良
博
士
が
起
草
資
料
を
調
査
・
収
集
し
穂
積
博
士
に
送
付
し
た

こ
と
、
及
び
山
田
三
良
博
士
が
法
例
修
正
案
参
考
書

(

理
由
書)

を
執
筆
し
た
こ
と
、
で
あ
る
。
そ
の
舞
台
裏
に
関
し
て
、
池
原
季

雄

『

国
際
私
法

(

総
論)』

(

有
斐
閣
、
一
九
七
三
年)

三
一
頁
は
、

法
典
調
査
会
委
員
の
穂
積
博
士
及
び
起
草
委
員
補
助
の
山
田
三
良

博
士
が
起
草
に
関
わ
っ
た
と
の
み
記
し
て
お
り
、
梅
博
士
の
関
与

に
つ
い
て
は
何
も
記
述
し
て
い
な
い
が
、
石
黒
一
憲

『

国
際
私
法

(

第
二
版)』

(

新
世
社
、
二
〇
〇
七
年)

一
八
頁
で
は
起
草
者
は

穂
積
博
士
及
び
梅
博
士
の
二
人
と
さ
れ
て
い
て
、
逆
に
山
田
三
良

博
士
の
関
与
に
つ
い
て
懐
疑
的
で
あ
り
、
同

『

国
際
私
法
の
解
釈

論
的
構
造』

(

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
年)

一
四
六
頁
に

よ
れ
ば
、
実
際
の
起
草
は
穂
積
博
士
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
と

さ
れ
て
い
る
。
久
保
岩
太
郎

｢

現
行
法
例
の
成
立
に
つ
い
て

(

財

産
の
部)

法
典
調
査
会
議
事
速
記
録
を
中
心
と
し
て｣

『

国
際

身
分
法
の
研
究』

(

有
信
堂
、
一
九
七
三
年)

七
頁
以
降
で
は
、

山
田
三
良
博
士
の
補
佐
を
得
て
穂
積
博
士
が
草
案
の
起
草
に
当
た

り
、
梅
博
士
と
合
議
の
上
草
案
と
し
て
提
出
し
た
と
さ
れ
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
穂
積
博
士
が
主
た
る
、
梅
博
士
及
び
山
田
三
良
博

士
が
従
た
る
役
割
を
持
っ
て
い
た
、
と
考
え
て
よ
い
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
な
お
石
黒
一
憲

『

国
際
私
法
と
国
際

民
事
訴
訟
法
と
の
交
錯』

(

有
信
堂
、
一
九
八
八
年)

二
四
〇
頁

参
照
。
法
例
修
正
案
理
由
書
及
び
法
例
修
正
案
参
考
書
の
関
係
に

つ
い
て
は
高
桑
昭

｢

法
例
修
正
案
に
関
す
る
参
考
書
と
理
由
書

我
が
国
の
国
際
私
法
学
に
お
け
る
立
法
資
料
の
取
り
扱
い｣

国
際
法
外
交
雑
誌
八
六
巻
二
号
三
〇
頁
以
下
。

(�)
法
例
議
事
速
記
録

(

商
事
法
務
版)

五
八
―
五
九
頁
。
谷
口
知

平
・
石
田
喜
久
夫
編

『

新
版
注
釈
民
法

(

１)

総
則

(

１)
[

改

訂
版]』

(

有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
年)

二
六
四
頁(

野
村
美
明
執
筆)

、

野
村
美
明

｢

国
際
私
法
の
現
代
化
に
関
す
る
要
綱
案
に
つ
い
て｣

判
例
タ
イ
ム
ズ
一
一
八
六
号

(

二
〇
〇
五
年)

六
二
頁
は
こ
の
本

文
の
み
を
引
用
し
て
立
法
者
の
見
解
と
す
る
。
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(�)
道
垣
内
・
前
掲
注

(

３)

一
六
二
頁
、
河
野
俊
行

｢

法
適
用

通
則
法
に
お
け
る
自
然
人
の
能
力｣

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
二
五
号

(

二
〇
〇
六
年)

四
一
頁
参
照
。

(�)
議
事
速
記
録

(

商
事
法
務
版)

九
一
―
九
二
頁
。

(�)
石
黒
・
国
際
私
法
第
二
版
三
二
頁
注�
―
ａ
及
び
三
七
八
頁
以

下
、
同
・

『

国
際
私
法
の
解
釈
論
的
構
造』

(

東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
〇
年)

一
四
四
頁
以
下
参
照
。

(�)
直
接
の
証
拠
と
な
り
う
る
か
は
判
断
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
が
、
穂
積
博
士
が
外
国
人
向
け
に
執
筆
し
た
民
法
の
解
説
書

に
お
い
て
も
、
外
国
人
の
法
的
地
位
に
関
し
て
、
本
国
法
に
全
く

言
及
す
る
こ
と
な
く
民
法
旧
二
条

(

現
三
条
二
項)

及
び
旧
三
六

条

(

現
三
五
条)

に
言
及
し
て
い
る
。������������

����������������������������������������
�������������������������

2������
1912���

75�84�
な
お
初
版
は
一
九
〇
四
年
。

(�)
改
正
案
参
考
書
は
法
例
の
み
に
付
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
民

法
や
商
法
、
不
動
産
登
記
法
な
ど
に
つ
い
て
も
存
在
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
の
参
考
書
に
ど
の
程
度
資
料
的
価
値
を
置
く
か
に
つ

い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
会
に
お
い
て
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。

民
法
の
修
正
案
参
考
書
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
広
中
俊
雄
編

『

民
法
修
正
案(

前
三
編)

の
理
由
書』

(

有
斐
閣
、
一
九
八
七
年)

三
頁
以
下
、
特
に
一
二
頁
以
下
参
照
。

(�)

詳
し
く
は
高
桑
・
前
掲
注

(�)
参
照
。
筆
者
が
目
を
通
し
た

の
は
法
典
修
正
案
参
考
書

(

法
典
質
疑
会
、
一
八
九
八
年
六
月
発

行)

正
価
金
七
〇
銭
の
も
の
で
あ
る
。

(�)

山
田
三
良

｢

権
利
能
力
ノ
準
拠
法
ニ
就
テ｣

法
協
二
二
巻
一
二

号

(

一
九
〇
四
年)

一
六
七
五
頁
以
下
。

(�)

山
田
三
良
博
士
も
、
穂
積
博
士
と
同
様
改
正
前
法
例
施
行
直
後

に
外
国
に
日
本
の
法
制
度
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
外
国
人

の
法
的
地
位
に
つ
い
て
準
拠
法
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
な
く
直

接
民
法
旧
二
条
及
び
旧
三
六
条
を
議
論
し
て
い
る
。���������

������������������������� ��������������
1901�

���
632�643������������ �����������������������

�������������
1930���

Ⅵ���
532�546�

な
お
、
穂
積
博
士
の
叙
述
を
含
め
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
我
が

国
法
例
が
ど
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
ま
た
評
価
さ
れ
て
い
た
か
に
つ

い
て
、
ジ
ャ
ン
ー
ル
イ
・
ア
ル
ペ
ラ
ン

(

野
上
博
義
訳)

｢

一
八

九
八
年
か
ら
一
九
四
五
年
に
か
け
て
の
フ
ラ
ン
ス
の
法
律
家
の
日

本
民
法
典
と
法
例
に
関
す
る
知
識
に
つ
い
て｣

西
村
重
雄
・
児

玉
寛
編

『

日
本
民
法
典
と
西
洋
法
伝
統』

(

九
州
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
〇
年)

五
一
頁
以
下
。

(�)
少
な
く
と
も
行
政
の
側
に
お
け
る
改
正
前
法
例
三
条
一
項
に
い

う

｢

能
力｣

の
概
念
把
握
は
、
か
な
り
以
前
よ
り

｢

行
為
能
力｣

に
限
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
資
料
か
ら
は
明
ら
か
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
外
務
省
が
編
纂
し
た

｢

日
本
に
お
け
る
一
般
外

国
人
の
国
内
法
上
の
地
位｣

(

一
九
六
五
年)

に
お
い
て
は
、
外

国
人
も
民
法
二
条

(

現
行
三
条
二
項)

で
原
則
と
し
て
権
利
能
力

を
有
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
権
利
能
力
の
準
拠
法
に
つ
い
て
は
明

言
せ
ず
、
ま
た
、
法
例
三
条
一
項
が

｢

行
為
能
力
の
準
拠
法｣

を

定
め
る
条
文
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
元
法
務
省
の
官
僚
が
中
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�

心
と
な
っ
て
ま
と
め
た
畑
野
勇
ほ
か
編

｢

外
国
人
の
法
的
地
位

国
際
化
時
代
と
法
制
度
の
あ
り
方｣

(

信
山
社
、
二
〇
〇
〇
年)

で
も
ほ
ぼ
同
様
の
体
裁
が
と
ら
れ
て
い
る
。

(�)
な
お
、
こ
こ
で
は
当
該
実
質
法
が
国
際
私
法
に
よ
る
指
定
に
よ

ら
ず
直
接
適
用
さ
れ
る
と
考
え
る
立
場
と
、
当
該
実
質
法
の
上
位

規
範
と
し
て
常
に
法
廷
地
な
い
し
我
が
国
を
連
結
点
と
す
る
特
殊

国
際
私
法
規
定
が
あ
る
と
考
え
る
立
場
の
対
立
が
あ
る
が
、
筆
者

に
は
現
段
階
で
こ
の
点
に
言
及
す
る
能
力
が
な
い
た
め
、
本
稿
で

は
こ
の
点
に
つ
い
て
の
見
解
は
保
留
せ
ざ
る
を
得
な
い
。�
場
準

一

｢

渉
外
実
質
法
・
直
接
適
用
法｣

澤
木
敬
郎
・�
場
準
一
編

『

国
際
私
法
の
争
点

(

新
版)』

(
有
斐
閣
、
一
九
九
六
年)

一
九

頁
以
下
、
同
・

｢

抵
触
法
と
外
人
法
と
の
関
係
再
考｣

一
橋
論
叢

五
二
巻
一
号

(

一
九
六
四
年)

四
八
頁
以
下

(�)
法
例
研
究
会
編

『

法
例
の
見
直
し
に
関
す
る
諸
問
題

(

３)』

(

商
事
法
務
、
二
〇
〇
四
年)

八
頁
以
下
で
は
、
権
利
能
力
の
準

拠
法
に
関
す
る
諸
外
国
の
法
制
度
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

国
の
実
質
法
が
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
国
際

私
法
上
如
何
に
規
定
さ
れ
、
そ
の
両
者
が
ど
の
よ
う
な
関
係
を
有

す
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。

実
質
法
と
国
際
私
法
と
の
関
係
に
着
目
す
る
場
合
、
整
理
の
仕

方
と
し
て
は

(

１)

実
質
法
上
外
国
人
の
権
利
享
有
に
関
し
一
般

的
な
規
定
を
有
さ
ず
、
国
際
私
法
上
本
国
法
に
よ
る
と
す
る
国

(

ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア)

、(

２)

実
質
法
上
外

国
人
の
権
利
享
有
に
関
し
一
般
的
規
定
が
存
在
し
、
そ
れ
を
前
提

と
し
て
国
際
私
法
上
個
別
的
権
利
能
力
に
つ
い
て
の
み
議
論
す
る

国

(

フ
ラ
ン
ス)

、(

３)

実
質
法
上
外
国
人
の
権
利
享
有
に
関
し

一
般
的
規
定
は
な
い
が
、
国
際
私
法
上
外
国
人
の
権
利
の
享
有
に

関
し
て
は
自
国
法
の
み
が
こ
れ
を
規
律
し
、
始
期
及
び
終
期
が
問

題
と
な
る
場
合
に
は
効
果
法
に
よ
る
と
す
る
国

(

ス
イ
ス)

、(

４)

そ
も
そ
も
実
質
法
上
も
国
際
私
法
上
も
一
般
的
権
利
能
力
を
観
念

せ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
個
別
的
権
利
能
力
に
つ
い
て
の
み
議
論
を
す
る

国

(

イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ)

と
整
理
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
考

え
た
場
合
、
実
際
上
比
較
の
対
象
と
な
り
う
る
の
は
フ
ラ
ン
ス
一

国
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
お
、
イ
タ
リ
ア
も
古
く
は
実

質
法
上
外
国
人
の
権
利
能
力
に
つ
き
規
定
を
有
し
て
い
た
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
後
掲
注

(�)

参
照
。)

但
し
、
実
質
法
上
如
何
に
規
定
さ
れ
て
い
よ
う
と
も
、
そ
れ
と

は
独
立
し
た
形
で
国
際
私
法
の
議
論
を
行
う
べ
き
だ
、
と
い
う
態

度
決
定
そ
れ
自
体
が
あ
り
得
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
。
そ
の
代
わ

り
、
そ
の
場
合
に
は
我
が
国
民
法
三
条
二
項
を
ど
の
よ
う
に
位
置

づ
け
る
か
、
が
別
に
問
題
と
さ
れ
よ
う
。
同
条
は
空
文
で
あ
る
、

と
い
う
極
論
も
存
在
し
得
な
い
で
は
な
い
。

(�)
江
川
英
文

｢

衝
突
規
則
と
私
法
と
の
関
係
に
対
す
る
卑
見｣

法

協
四
五
巻
一
〇
号
一
八
七
五
頁
以
下
参
照
。
本
論
考
で
は
民
法
三

条
二
項

(

旧
二
条)

の
適
用
関
係
も
跡
部
教
授
の
説
に
対
す
る
批

判
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
但
し
、
当
時
江
川
教
授
は
単

位
法
律
関
係
の
性
質
決
定
に
つ
い
て
準
拠
法
説
を
採
用
し
て
お
り
、

そ
の
関
係
で
外
国
人
の
権
利
内
容
に
つ
い
て
当
該
外
国
法
に
よ
る

べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
と
評
価
し
う
る
点
は
も
っ
と
注
意
を
払
わ

れ
て
も
よ
い
と
考
え
る
。
な
お
、
跡
部
定
次�

｢

衝
突
規
則
と
私
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法
と
の
関
係｣

法
学
論
叢
一
八
巻
二
号
一
五
九
頁
以
下
も
併
せ
て

参
照
。

(�)�
場
・
前
掲
注

(�)
の
諸
文
献
及
び
野
村
・
前
掲
注

(�)
『

新
版
注
釈
民
法

(

１)

総
則

(

１)
[

改
訂
版]』

二
六
九
頁
参

照
。

(�)
梅
謙
次
郎

｢

外
國
人
ノ
權
利｣

法
協
一
五
巻
七
号
六
八
七
頁
以

下
、
特
に
六
八
八
頁
。
但
し
、
本
稿
は
梅
博
士
の
学
会
報
告
の
概

要
で
あ
っ
て
梅
博
士
が
直
接
執
筆
し
た
も
の
で
は
な
い
。

(�)
寺
尾
亮『

国
際
私
法』

(

和
仏
法
律
学
校
、
一
八
九
七
年)

九
〇

頁
。

(�)
大
河
純
夫｢

外
国
人
の
私
権
と
梅
謙
次
郎(

一)

〜(

二
・
完)｣

立
命
館
法
学
二
五
三
号

(

一
九
九
七
年)

二
六
頁
以
下
、
二
五
五

号
一
〇
五
頁
以
下
。

(�)
詳
細
に
つ
い
て
は
大
河
・
同
上
論
文(
一)

二
八
頁
以
下
参
照
。

(�)
商
事
法
務
研
究
会
編

『

日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書�
山
田

三
良
氏
ノ
修
正
案

第
二
条
批
評』

三
頁
以
下
参
照
。

(�)
石
井
良
助
編

『

明
治
文
化
資
料
叢
書

第
三
巻
法
律
編
上』

(

風
間
書
房
、
一
九
五
九
年)

三
九
頁
以
下
、
商
事
法
務
研
究
会

編

『

日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書�
民
法
草
案
人
事
編

(
完)』

九
頁
以
下
参
照
。

(�)
梅
・
前
掲
注

(�)
八
九
頁
参
照
。
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